
令和元年度 

 

消防車両の売却に係る一般競争入札 

入 札 説 明 書 

（公用車４台売却） 

 

 

 

入札参加資格確認申請受付期間：令和２年２月２１日（金） 

～令和２年３月６日（金） 

※持参：9時～12時、13時～17時（土日祝日は除く） 

※郵送：最終日必着 

 

   入札日時：令和２年３月１３日（金）午前１１時 

 

   入札場所：相馬消防署２階 会議室 

 

 

＊ この入札に参加するには、事前の参加申し込みが必要です。 

 

入札参加を希望される方は、この入札説明書をよく読み、内容を充分把握した

うえでご参加ください。 

 

 

 

相馬地方広域市町村圏組合事務局総務課 

〒976‐8601 福島県相馬市中村字北町６３番地の３ 

Tel 0244-35-0211 

Fax 0244-36-8932  

URL http://www.soma-area.jp/ 
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【一般競争入札（消防車両売却）等の手続きの流れ】 
 

 

入札の公告 

【令和２年２月２１日（金）】 

     ↓ 

入札説明書配布開始        ⇒    配布場所 

【令和２年２月２１日（金）】        組合ホームページ上、市町村へ公告掲示 

     ↓ 

入札参加資格確認申請受付期間 

【令和２年２月２１日（金）  

～令和２年３月６日（金）】 

     ↓ 

入札物件公開期間         ⇒    公開場所 

【令和２年２月２１日（金）         鹿島分署 ３台（南相馬市鹿島区）及び 

～令和２年３月１２日（木）】       相馬地方広域消防本部 １台（南相馬市原町区） 

     ↓ 

入札               ⇒    入札会場 

【令和２年３月１３日（金）】        相馬消防署 ２階 会議室（相馬市） 

１１時００分～ 

     ↓ 

契約締結 

【令和２年３月１３日（金）】 

     ↓ 

購入代金入金期限 

【令和２年３月２７日（金）】※組合が指定する金融機関へ振り込み 

     ↓ 

車両の引渡し           ⇒    引渡し場所 

【売却代金が納付されたことを組合が     鹿島分署 ３台（南相馬市鹿島区）及び 

確認した後、組合が指定する日】      相馬地方広域消防本部 １台（南相馬市原町区） 

     ↓ 

引き取り車両の報告 

【車両引渡し後、以下の期間内に報告】 

・解体処分する場合…車両引渡し後、６０日以内に報告 

抹消登録の分かる書類及び解体処分報告書（任意様式）、解体状況が確認できる写真を提出 

・解体しない場合（再利用）…車両引渡し後、１４日以内に報告 

一時抹消登録の分かる書類、消防章・赤色警光灯・サイレンアンプ等の撤去、ボディー文字・

マーク等の消去を確認できる写真を提出 
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入札説明書 

 
相馬地方広域市町村圏組合（以下「組合」という。）の一般競争入札に参加しようとする者

（以下「参加希望者」という。）は、本入札説明書を熟読の上で入札してください。 

 

１ 入札物件の概要 

  【物件１】消防ポンプ自動車（三菱 キャンター） １台 ※旧相馬ポンプ１ 

自動車登録番号 福島８８す７５０９ 

登録年月日/初度登録年月 平成８年１１月２９日 / 平成８年１１月 

自動車の種別/用途 普通 / 特種 

自家用・事業用の別 自家用 

車体の形状 消防車 

車名/車台番号 三菱 / ＦＧ５３８Ｃ４２０１１７  

型式/原動機の型式 ＫＣ－ＦＧ５３８Ｃ / ４Ｄ３５ 

乗車定員 ６人 

車両重量/車両総重量 ４，４３０㎏ / ４，７６０㎏ 

車体の大きさ 長さ：５４５㎝ 幅：１８９㎝ 高さ：２７１㎝ 

排気量/燃料 ４.５６L / 軽油 

車検証有効期限 期限切れ（平成 30年 11月 28日満了） 

ミッション/ハンドル マニュアル / 右ハンドル 

走行距離 ６４，１６２㎞（敷地内等の移動により若干増加する場合がある） 

車両の状況 バッテリー経年劣化によりエンジン始動困難。 

経年・使用による汚れ、傷、塗装剥離、色あせ等がある。 

リサイクル料金預託 ５，１７０円 

保管場所 相馬地方広域消防 鹿島分署（南相馬市鹿島区江垂字大六天 122） 

 

 【物件２】消防ポンプ自動車（三菱 キャンター） １台 ※旧鹿島ポンプ１ 

自動車登録番号 福島８８す８９６３ 

登録年月日/初度登録年月 平成９年１０月９日 / 平成９年１０月 

自動車の種別/用途 普通 / 特種 

自家用・事業用の別 自家用 

車体の形状 消防車 

車名/車台番号 三菱 / ＦＧ５３８Ｃ４３００２９ 

型式/原動機の型式 ＫＣ－ＦＧ５３８Ｃ / ４Ｄ３５ 

乗車定員 ６人 

車両重量/車両総重量 ４，３６０㎏ / ４，６９０㎏ 

車体の大きさ 長さ：５３６㎝ 幅：１８８㎝ 高さ：２６０㎝ 

排気量/燃料 ４.５６L / 軽油 

車検証有効期限 期限切れ（令和元年 10月 8日満了） 

ミッション/ハンドル マニュアル / 右ハンドル 

走行距離 ６０，７３６㎞（敷地内等の移動により若干増加する場合がある） 

車両の状況 バッテリー経年劣化のため充電で一時的に走行可能。 

経年・使用による汚れ、傷、塗装剥離、色あせ等がある。 

リサイクル料金預託 ５，０７０円 

保管場所 相馬地方広域消防 鹿島分署（南相馬市鹿島区江垂字大六天 122） 
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 【物件３】水槽付消防ポンプ自動車（日野 レンジャー） １台 ※旧鹿島タンク１ 

自動車登録番号 福島８８す５７９３ 

登録年月日/初度登録年月 平成７年１０月４日 / 平成７年１０月 

自動車の種別/用途 普通 / 特種 

自家用・事業用の別 自家用 

車体の形状 消防車 

車名/車台番号 日野 / ＦＤ１ＪＧＢ１００９０ 

型式/原動機の型式 ＫＣ－ＦＤ１ＪＧＢＡ改 / Ｊ０８Ｃ 

乗車定員 ６人 

車両重量/車両総重量等 ５，５３０㎏ / ７，８６０㎏（最大積載量 2,000㎏） 

車体の大きさ 長さ：６６２㎝ 幅：２２１㎝ 高さ：２７０㎝ 

排気量/燃料 ７.９６L / 軽油 

車検証有効期限 期限切れ（令和元年 10月 3日満了） 

ミッション/ハンドル マニュアル / 右ハンドル 

走行距離 ３９，００８㎞（敷地内等の移動により若干増加する場合がある） 

車両の状況 バッテリー経年劣化によりエンジン始動困難。 

経年・使用による汚れ、傷、塗装剥離、色あせ等がある。 

リサイクル料金預託 ６，７１０円 

保管場所 相馬地方広域消防 鹿島分署（南相馬市鹿島区江垂字大六天 122） 

 

 【物件４】化学消防ポンプ自動車（三菱 ファイター） １台 ※旧南相化学１ 

自動車登録番号 福島８８や４０４３ 

登録年月日/初度登録年月 平成５年９月２８日 / 平成５年９月 

自動車の種別/用途 普通 / 特種 

自家用・事業用の別 自家用 

車体の形状 消防車 

車名/車台番号 三菱 / ＦＫ６１８ＧＺ７１００１２  

型式/原動機の型式 Ｕ－ＦＫ６１８ＧＺＷ改 / ６Ｄ１７ 

乗車定員 ６人 

車両重量/車両総重量等 ５，９７０㎏ / ８，１１０㎏（最大積載量 1,810㎏） 

車体の大きさ 長さ：６８０㎝ 幅：２２０㎝ 高さ：２７５㎝ 

排気量/燃料 ８.２０L / 軽油 

車検証有効期限 期限切れ（令和元年 9月 27日満了） 

ミッション/ハンドル マニュアル / 右ハンドル 

走行距離 ２２，１１３㎞（敷地内等の移動により若干増加する場合がある） 

車両の状況 バッテリー経年劣化によりエンジン始動困難。 

経年・使用による汚れ、傷、塗装剥離、色あせ等がある。 

リサイクル料金預託 ９，２３０円 

保管場所 相馬地方広域消防本部（南相馬市原町区高見町一丁目 272） 

 

２ 売却条件等 

（１）入札への参加は、物件１～物件４の全て又は何れかでも構いません。 

（２）売却代金は、入札書に記載した金額に消費税相当額とリサイクル預託金相当額が加算さ

れた金額となります。（リサイクル料金は預託済みです） 

（３）車両は、保管場所から現状渡しとなります。 
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（４）車両の引き取り及び登録又は、解体処分・輸送等に係る費用については、全て買主の負

担となります。 

（５）積載品を処分する場合は、関係法令等に基づき適正に処分してください。その際、廃棄

処分・運搬等に係る費用については、全て買主の負担となります。 

（６）入札物件の概要における車両の状況は、組合での車両確認日現在のものであり、引き取

り時の状況を保証するものではありません。なお、その他の車両の不具合等については、

入札物件の公開において確認してください。 

（７）引き渡し後の不備や故障、隠れた瑕疵を発見しても組合は一切責任を負いません。 

 

３ 入札参加資格 

参加することができる者は、すべての個人又は法人等としますが、次に掲げる事項に該

当する場合は、入札に参加することはできません。 

（１）当該入札に係る物品に関する事務に従事する職員 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項又は第２項各号に該当すると認められる者 

（当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者や破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者など） 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生開始手続きの申し立てをしてい

る者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づく再生開始手続きの申し立てをしている者（再生手続き開始の決定

を受けている者を除く） 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号又は第６号に該当する者、またはこれら暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるよ

うな関係を有する者 

 

４ 入札参加資格の確認申請 

（１）受付期間：令和２年２月２１日（金）から令和２年３月６日（金） 

※上記期間内に持参（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く９時～１２時、

１３時～１７時の間）又は郵送等（必着）により提出してください。 

※上記期間内に入札参加資格確認申請書を提出しなかった者及び入札参加資

格がないと認められた者は、一般競争入札に参加することはできません。 

（２）受付場所：相馬地方広域市町村圏組合事務局総務課（相馬市役所３階） 

        〒976-8601 相馬市中村字北町６３番地の３ 

（３）提出書類：次のア～オの書類等 

※次のア～オの提出書類ついては、すべての物件の共通書類としますので、参加入札の

物件数にかかわらず１部の提出で結構です。 

ア 消防車両の売却に係る一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

イ 消防車両の売却に係る一般競争入札使用印鑑届（様式第２号） 

ウ 登記事項証明書（法人の場合のみ） 

エ 納税証明書（原寸大で鮮明なものであれば写し可） 
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※法人の場合……直前１年分の法人納税証明書（法人市町村民税、固定資産税、軽自

動車税）及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書（未納のない

ことの証明書（納税証明書その３）） 

※個人の場合……直前１年分の代表者又は個人の納税証明書（個人住民税、固定資産

税、軽自動車税、国民健康保険税）及び個人事業者については、「消

費税及び地方消費税」の納税証明書（未納のないことの証明書（納

税証明書その３）） 

【注意】滞納されている場合は受付できません。 

「消費税及び地方消費税」にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず「消費税及び地方消費税」の納税証明書（納税証明書その３）を必ず提

出してください。 

 オ 返信用封筒（長３封筒） 

※審査の結果、入札参加資格を有すると認められる者には、入札参加受付書を送付しま

すので、８４円分の切手を貼付し返信先を記入した長３封筒を提出してください。 

 

５ 入札物件の公開 

（１）公開日時： 令和２年２月２１日（金）から令和２年３月１２日（木） 

※上記期間内に公開（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く９時～１２時、 

１３時～１６時の間とします） 

（２）公開場所：【物件１・２・３】…鹿島分署（南相馬市鹿島区江垂字大六天122） 

    【物件４】…相馬地方広域消防本部（南相馬市原町区高見町一丁目272） 

※ご覧になる場合は、事前に組合事務局総務課 

（TEL０２４４－３５－０２１１）へご連絡ください。 

※現場での説明は実施いたしません。 

※物件の確認をしない場合でも入札に参加できますが、物件に関する 

すべての事項を了承されているものとみなします。 

 

６ 質疑応答 

（１）質疑受付期限：令和２年３月５日（木）正午まで 

（２）質疑提出先：相馬地方広域市町村圏組合事務局総務課 宛 

           ※質疑のない場合は、提出の必要はありません。 

※質疑は書面(任意様式)によること。（申請者の記名・押印があること） 

※質疑はＦＡＸ又は郵送、持参によること。 

  ＦＡＸ：０２４４－３６－８９３２ 

  郵送・持参：相馬市中村字北町６３番地の３ 

（３）質 疑 回 答：入札日前日までに参加希望者にＦＡＸ等で回答します。 
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７ 一般競争入札の日時及び場所 

（１）入札日時：令和２年３月１３日（金）午前１１時 

※入札開始時間に遅れますと、入札に参加できませんのでご注意ください。 

（２）入札場所：相馬消防署 ２階 会議室（相馬市中野字堂ノ前371番地の1） 

 

８ その他入札に関すること 

（１）入札当日に必要なもの 

ア 入札参加受付書  

組合から事前に参加希望者へ郵送される参加票です。入札当日に提出してください。 

イ 委任状（様式第３号） 

① 申請者（本人）以外の方（代理人）が入札に参加される場合、代理人は入札日当日に 

委任状を提出してください。（申請者（本人）が参加される場合は提出不要です） 

② 委任状は、組合指定のもの（様式第３号）を必ず使用してください。申請者（本人） 

及び代理人がそれぞれ記入し押印してください。 

ウ 入札書（様式第４号） 

  ※入札書については、参加する物件毎の提出となります。 

① 入札書は組合指定のもの（様式第４号）を必ず使用してください。 

入札回数は２回までとなりますので、入札書は各物件２回分(２枚)をお持ちください。 

② 金額は、右詰めで算用数字を使用し、はじめの数字の前に￥マークを記入ください。 

③ 入札金額には、消費税相当額及びリサイクル預託金相当額は含みません。 

※契約額は、落札者が入札書に記載した金額（入札金額）に、当該金額の１０％に

相当する金額とリサイクル預託金相当額を加算した金額となります。 

④ 入札書の金額の加除訂正はできませんので、記入に際しては、誤りのないよう十分ご

注意ください。 

⑤ 金額以外の記入箇所につきましては、訂正がある場合、訂正印をもって訂正を行って

ください。 

⑥ 代理人の方が入札に参加される場合、事前に提出いただいた委任状に基づき、受任者

（代理人）の方が記名・押印をしてください。 

エ 印鑑 

使用印鑑届に押印した印鑑、若しくはウ⑥の場合は委任状の受任者欄に押印された

印鑑となりますのでご注意ください。 

オ 筆記用具 

黒色のボールペン等容易に消すことができないもの。 

（２）入札の方法 

① 入札は入札書を入札箱の中に投函して行います。(郵便による入札は取り扱いません。) 

② 入札回数は２回までとします。 

③ いったん投函した入札書は、その理由の如何に関わらず、引換え、変更又は取消しを行 
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うことはできません。 

（３）入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

① 入札参加の資格のない者のした入札 

② 委任状を提出しない代理人のした入札 

③ 入札書記載の金額を加除訂正した入札 

④ 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札 

⑤ 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

⑥ 同一入札について、他人の代理を兼ねた、又は２通以上の入札書を提出した者の入札 

⑦ 談合その他不正の行為があったと認められる入札 

（４）入札保証金 

免除とします。ただし、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の１００分の５

に相当する金額を違約金として徴収します。 

 

９ 落札者の決定方法 

入札に際しては、予定価格を設定しますので、入札の結果、予定価格以上で最高の価格

をもって応札された方を落札者とします。 

なお、予定価格以上で同じ価格の応札者が２名以上あった場合は、直ちにくじ引きによ

って落札者を決定します。 

 

10 契約の締結 

   落札者は、落札決定後、速やかに組合が指定する売買契約書により契約を締結していた

だきます。なお、契約保証金は免除とします。 

 

11 売却代金の納入 

売却代金を、契約締結後にお渡しする納付書をもって、組合が指定する期日までに、指

定する金融機関に現金で全額一括納入し、納付書の領収部分の写しを組合事務局総務課ま

で提出していただきます。 

 

12 落札物件の引き取り 

（１）物件は、契約代金が納付されたことを組合が確認した後、組合の指定する期日までにお

引き取りください。なお、当該車両の鍵はその際にお渡しします。 

（２）物件は現状渡しで、引渡し後、隠れた瑕疵を発見したり、不測の事故等が発生しても、

組合は一切の責任を負いません。なお、保管場所からの車両の搬出は、落札者の責任と

負担において行ってください。 

（３）落札物件の引き取りの際には、その予定日時を事前に組合事務局総務課までご連絡くだ

さい。 
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13 引き渡し後の手続き 

（１）車両を解体処分する場合 

① 落札者は、その責任において契約物件の解体処分を行ってください。なお、抹消登録等

の分かる書類及び解体処分報告書（任意様式）に解体状況が確認できる写真を添付し、

物件引渡後 ６０ 日以内に組合事務局総務課に提出してください。 

（２）車両を登録等する場合 

① 落札者は、一時抹消登録等の手続きを行い、手続き完了を証する書類を物件引渡後１４ 

日以内に組合事務局総務課に提出してください。 

② 落札者は、消防章・赤色警光灯・回転灯・サイレンアンプ等の撤去、ボディー文字・マ

ーク等の消去を行い、確認できる写真を物件引渡後 １４ 日以内に組合事務局総務課に

提出してください。 

（３）その他 

① 抹消登録等に係る手続き、車両の運搬、再登録、解体処理、その他物件の引渡し等に係

る一切の費用は落札者の負担とします。 

② 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第３３条第１項に規定する譲渡証明書等は、

落札者の請求に基づき交付します。 

③ 緊急自動車届出に係る返納手続きは組合で対応します。 

 

14 その他 

（１）庁舎内での移動及び入札時は、静粛にお願いいたします。入札執行上問題があると見な

した場合、入札参加資格を剥奪し、入札会場から退場していただく場合もあります。 

（２）この説明書に定めのない事項については、相馬地方広域市町村圏組合財務規則及びその

他関係法令の定めるところによります。 
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様式第１号                             

 

 

消防車両の売却に係る一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 

 

相馬地方広域市町村圏組合管理者 様 

 

 

〒 

申 請 者 住 所 

 

フ リ ガ ナ 

商号又は氏名 

 

フ リ ガ ナ 

代表者職・氏名                  印 

(法人等の場合は代表者印) 

電 話 番 号 

 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

 

 

 

※以下の物件について申請します。（申請する申請物件欄に○を記入してください） 
 

※申請 

物件 

物件 

番号 
車名等 車台番号 

 
１ 

消防ポンプ自動車（三菱 キャンター） 

※旧相馬ポンプ１ 
ＦＧ５３８Ｃ４２０１１７ 

 
２ 

消防ポンプ自動車（三菱 キャンター） 

※旧鹿島ポンプ１ 
ＦＧ５３８Ｃ４３００２９ 

 
３ 

水槽付消防ポンプ自動車（日野 レンジャー） 

※旧鹿島タンク１ 
ＦＤ１ＪＧＢ１００９０ 

 
４ 

化学消防ポンプ自動車（三菱 ファイター） 

※旧南相化学１ 
ＦＫ６１８ＧＺ７１００１２ 
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様式第２号                             

 

消防車両の売却に係る一般競争入札使用印鑑届 
 

令和  年  月  日 

 

相馬地方広域市町村圏組合管理者 様 

 

 

〒 

申 請 者 住 所 

 

フ リ ガ ナ 

商号又は氏名 

 

フ リ ガ ナ 

代表者職・氏名                  印 

(法人等の場合は代表者印) 

 

電 話 番 号 

 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

 

 

 下記の印鑑は、消防車両の売却に係る一般競争入札に参加し、契約の締結、その他一切の商

取引に使用しますのでお届けします。 

 

 
             印 
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様式第３号 

 

委 任 状 
 

令和  年  月  日 

 

相馬地方広域市町村圏組合管理者 様 

 

 令和２年２月２１日付けで公告のあった、「消防車両の売却に係る一般競争入札」に係る下

記物件の入札及び見積にあたり、下記の者を代理人と定め一切の権限を委任します。 

 

記 

 

物 件 （申請する申請物件欄に○を記入してください） 

※申請 

物件 

物件 

番号 
車名等 車台番号 

 
１ 

消防ポンプ自動車（三菱 キャンター） 

※旧相馬ポンプ１ 
ＦＧ５３８Ｃ４２０１１７ 

 
２ 

消防ポンプ自動車（三菱 キャンター） 

※旧鹿島ポンプ１ 
ＦＧ５３８Ｃ４３００２９ 

 
３ 

水槽付消防ポンプ自動車（日野 レンジャー） 

※旧鹿島タンク１ 
ＦＤ１ＪＧＢ１００９０ 

 
４ 

化学消防ポンプ自動車（三菱 ファイター） 

※旧南相化学１ 
ＦＫ６１８ＧＺ７１００１２ 

 

 委任者 

        住     所 

 

        商号又は氏名 

印 

        代表者職・氏名                     (申請者と同じ印) 

 

 

 受任者（代理人） 

住     所 

 

        商号又は氏名 

印 

        職 ・ 氏 名                     (入札者と同じ印) 
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様式第４号 

第    回入札 

 

 

入  札  書 
 

 

物件名 

物件番号 車名等 車台番号 

１ 
消防ポンプ自動車（三菱 キャンター） 

※旧相馬ポンプ１ 
ＦＧ５３８Ｃ４２０１１７ 

 

 

 

 上記の車両について入札告示による入札条件、現物等を承認の上、次の金額で入札いたします。 

 

 

※金額は、右詰めで算用数字を使用し、はじめの数字の前に￥マークを記入すること。 

※金額の加除訂正は行わないこと。 

 

 

令和  年  月  日 

 

相馬地方広域市町村圏組合管理者 様 

 

 

 

                 住 所 

（入札者） 商号又は氏名                印 

                 氏 名 

入札金額 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 ※消費税相当

額及びリサイ

クル預託金相

当額を除く 
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様式第４号 

第    回入札 

 

 

入  札  書 
 

 

物件名 

物件番号 車名等 車台番号 

２ 
消防ポンプ自動車（三菱 キャンター） 

※旧鹿島ポンプ１ 
ＦＧ５３８Ｃ４３００２９ 

 

 

 

 上記の車両について入札告示による入札条件、現物等を承認の上、次の金額で入札いたします。 

 

 

※金額は、右詰めで算用数字を使用し、はじめの数字の前に￥マークを記入すること。 

※金額の加除訂正は行わないこと。 

 

 

令和  年  月  日 

 

相馬地方広域市町村圏組合管理者 様 

 

 

 

                 住 所 

（入札者） 商号又は氏名                印 

                 氏 名 

 

 

 

 

 

入札金額 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 ※消費税相当

額及びリサイ

クル預託金相

当額を除く 
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様式第４号 

第    回入札 

 

 

入  札  書 
 

 

物件名 

物件番号 車名等 車台番号 

３ 
水槽付消防ポンプ自動車（日野 レンジャー） 

※旧鹿島タンク１ 
ＦＤ１ＪＧＢ１００９０ 

 

 

 

 上記の車両について入札告示による入札条件、現物等を承認の上、次の金額で入札いたします。 

 

 

※金額は、右詰めで算用数字を使用し、はじめの数字の前に￥マークを記入すること。 

※金額の加除訂正は行わないこと。 

 

 

令和  年  月  日 

 

相馬地方広域市町村圏組合管理者 様 

 

 

 

                 住 所 

（入札者） 商号又は氏名                印 

                 氏 名 

 

 

 

 

 

入札金額 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 ※消費税相当

額及びリサイ

クル預託金相

当額を除く 
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様式第４号 

第    回入札 

 

 

入  札  書 
 

 

物件名 

物件番号 車名等 車台番号 

４ 
化学消防ポンプ自動車（三菱 ファイター） 

※旧南相化学１ 
ＦＫ６１８ＧＺ７１００１２ 

 

 

 

 上記の車両について入札告示による入札条件、現物等を承認の上、次の金額で入札いたします。 

 

 

※金額は、右詰めで算用数字を使用し、はじめの数字の前に￥マークを記入すること。 

※金額の加除訂正は行わないこと。 

 

 

令和  年  月  日 

 

相馬地方広域市町村圏組合管理者 様 

 

 

 

                 住 所 

（入札者） 商号又は氏名                印 

                 氏 名 

 

 

入札金額 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 ※消費税相当

額及びリサイ

クル預託金相

当額を除く 

 
       


